
Hyogo Prefecture

１ 運航調整状況

【7月】

・運航事業者における運航調整の結果、各機概ね２週間程度の運航が可能となる見込み

⇒６月と同程度の運航体制を確保

【８月以降】

・引き続き折衝中（全面運休は認めない方針）

２ 運航体制確保に向けた取組状況

７月以降の運航調整状況について
01

(１)他事業者による運航支援・整備士出向について
・県及びヒラタ学園において昨年に引き続き応援を打診中

(２)２パイロット制での運航

・公立豊岡病院からの要望をうけ、運航事業者・厚労省と課題整理中
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１ ヘリコプターによる広域運航体制の確保

【ドクターヘリ】

・鳥取県ドクターヘリ（米子市）により兵庫県北部をカバー

・徳島県ドクターヘリ（徳島市）により淡路島域をカバー

【消防防災ヘリ】

・兵庫県消防防災ヘリ（神戸市）により兵庫県域をカバー

※兵庫県消防防災ヘリが出動できない場合は、鳥取県消防防災ヘリ（鳥取市）が出動

⇒基地病院、消防関係者等で適宜運航体制確認中

２ ドクターカーの体制強化

02
運航停止時におけるバックアップ体制について

【公立豊岡病院】

・ドクターカー１台に加えＤＭＡＴカー１台を運行

【県立加古川医療センター】

・ドクターカー１台の運行

【県立はりま姫路総合医療センター】

・ドクターカー１台の運行

⇒R8年度の全運休期間に係る追加経費を支援できるよう、関西広域連合を通じて

国に事業計画を申請中
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〇消防防災航空隊による運航体制確保
「兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づき、

    ①航空機による搬送が救急自動車等による搬送より時間が短縮できる場合、

    ②救急現場において緊急医療を行うため、医師及び医療資機材等を搬送する必要がある場合などに、

消防本部が消防防災航空隊に出動を要請する。

【参考】兵庫県消防防災ヘリコプターの運航について

消防本部 優先順位１位 優先順位２位 優先順位３位

豊岡市消防本部、南但消防本部 ３府県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ※

美方広域消防本部 ３府県ﾄﾞｸﾍﾘ 鳥取県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ※

【３府県ドクヘリ】 「公立豊岡病院ドクターヘリ運航要領」による消防防災ヘリの要請順位 

 

 「兵庫県ドクターヘリ運航要領」による消防防災ヘリの要請順位 【兵庫県ドクヘリ】

医療圏域／消防本部 優先順位１位 優先順位２位 優先順位３位

神戸、阪神北、阪神南医療圏域 消防防災ヘリ 兵庫県ﾄﾞｸﾍﾘ

東播磨、北播磨医療圏域（加西市、加東市）
中播磨、西播磨医療圏域

兵庫県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ

北播磨医療圏域（西脇市・多可町）
丹波篠山市消防本部

兵庫県ﾄﾞｸﾍﾘ ３府県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ

丹波市消防本部 ３府県ﾄﾞｸﾍﾘ 兵庫県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ

淡路医療圏域 徳島県ﾄﾞｸﾍﾘ 兵庫県ﾄﾞｸﾍﾘ 消防防災ヘリ

※ 消防防災ヘリが飛行できない場合は、「兵庫県と鳥取県の消防防災ヘリコプター相互応援協定」

に基づき、鳥取県消防防災ヘリに出動要請
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＜要請イメージ＞

ドクターヘリの運航・運休如何に関わらず、「兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づき、①航空機による

搬送が救急自動車等による搬送より時間が短縮できる場合、②救急現場において緊急医療を行うため、医師及び医療資

機材等を搬送する必要がある場合などに、消防本部が消防防災航空隊に出動を要請する。
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【参考】消防防災ヘリのドクヘリ的運用要請時の連絡体制
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